
諏訪市では、能力があるにもかかわらず、経済的理由
により高等学校又は大学の修学が困難な生徒・学生に
対し奨学金を支給又は貸与しています。

月額10,000円以内 / 月額30,000円以内

高校生（支給）

①保護者が諏訪市在住であること。
②成績優秀、品行方正であること。
③経済的理由により就学が困難であること。

毎年11月～12月に次年度の申請を
受け付けます。
在学校を通して申請してください。
（諏訪地域外の高等学校に進学している場合や
大学在学中の場合はお問い合わせください。）

※他の奨学金との併用も可能です。
（奨学金の中には他の奨学金との併用不可とされているものもありますのでご確認ください。）
※在学中の申請も可能です。
※償還については免除制度もあります。

大学生（支給・貸与）

お問い合わせ先
諏訪市教育委員会事務局 教育総務課教育総務係
TEL 0266-52-4141 内線463・464

奨学生の資格

申込み


